
公益財団法人 

日本水泳連盟会長 殿 

Ａ･水泳連盟保管用 （Ａ・Ｂとも送付のこと） 

申請書提出日      年  月  日 

 

 

 Ａ級  新規登録 

飛込競技 Ｂ級 公認審判員 更新登録 申請書 

 Ｃ級  昇  格 

 
フ リ ガ ナ 

印 男･女（ 旧
姓 

） 
生年月日 年  月  日 

氏 名 

 〒  ＴＥＬ （   ） 

  都・道 ＦＡＸ （   ） 

住 所  府・県 e-mail       ＠ 

□e-mailによる更新案内の受信を希望する。（PCからのメールを受信できるように設定する必要があります） 

勤 務 先 

所 在 地 

〒    

 都・道 ＴＥＬ （   ） 

 府・県 ＦＡＸ （   ） 

 

現 有 資 格 ▶ 
公 認 競 技 役 員 登 録 番 号 

飛 込 競 技 公 認 審 判 員 登 録 番 号 ▶ 
        

  Ａ・Ｂ・Ｃ     

公認審判員資格証の下４桁を除いた番号を記入してください。 

競技役員並びに審判員実績（〇印をつけてください）  審判研修会実績 

回数 年度 競技会 競技役員 審判員  年月日 会  場 

１      
・ ・ 

 

２      

３      
・ ・ 

 

４      

５      
・ ・ 

 

６      

７      
・ ・ 

 

８      

      
・ ・ 

 

申請者の主な競技実績（更新登録者は記入不要です）  

 年度 競技会 順位  
・ ・ 

 

１     

２     ※公認競技役員登録をしていない方は公認審判員

登録ができません。 ３     

有効期限内の昇格申請に登録料は必要ありません。 
(「登録料 4,000円を添えて」の部分を＝で削除して申請してください) 

 新規登録 
（公財）日本水泳連盟飛込競技公認審判員登録規定に基づき，登録料4,000円を添えて 更新受録 申請いたします。 

 昇  格 

 

年  月  日 

 

加盟団体会長 印 

 

 

飛込競技責任者 印 

 

本連盟 

記入欄 

受 領 日 年   月   日  承認印 

登 録 番 号   Ａ・Ｂ・Ｃ     

公 認 日 年   月   日  



公益財団法人 

日本水泳連盟会長 殿 

Ｂ･加盟団体保管用 （Ａ・Ｂとも送付のこと） 

申請書提出日      年  月  日 

 

 

 Ａ級  新規登録 

飛込競技 Ｂ級 公認審判員 更新登録 申請書 

 Ｃ級  昇  格 

 
フ リ ガ ナ 

印 男･女（ 旧
姓 

） 
生年月日 年  月  日 

氏 名 

 〒  ＴＥＬ （   ） 

  都・道 ＦＡＸ （   ） 

住 所  府・県 e-mail       ＠ 

□e-mailによる更新案内の受信を希望する。（PCからのメールを受信できるように設定する必要があります） 

勤 務 先 

所 在 地 

〒    

 都・道 ＴＥＬ （   ） 

 府・県 ＦＡＸ （   ） 

 

現 有 資 格 ▶ 
公 認 競 技 役 員 登 録 番 号 

飛 込 競 技 公 認 審 判 員 登 録 番 号 ▶ 
        

  Ａ・Ｂ・Ｃ     

公認審判員資格証の下４桁を除いた番号を記入してください。 

競技役員並びに審判員実績（〇印をつけてください）  審判研修会実績 

回数 年度 競技会 競技役員 審判員  年月日 会  場 

１      
・ ・ 

 

２      

３      
・ ・ 

 

４      

５      
・ ・ 

 

６      

７      
・ ・ 

 

８      

      
・ ・ 

 

申請者の主な競技実績（更新登録者は記入不要です）  

 年度 競技会 順位  
・ ・ 

 

１     

２     ※公認競技役員登録をしていない方は公認審判員

登録ができません。 ３     

有効期限内の昇格申請に登録料は必要ありません。 
(「登録料 4,000円を添えて」の部分を＝で削除して申請してください) 

 新規登録 
（公財）日本水泳連盟飛込競技公認審判員登録規定に基づき，登録料4,000円を添えて 更新受録 申請いたします。 

 昇  格 

 

年  月  日 

 

加盟団体会長 印 

 

 

飛込競技責任者 印 

 
 

本連盟 

記入欄 

受 領 日 年   月   日  承認印 

登 録 番 号   Ａ・Ｂ・Ｃ     

公 認 日 年   月   日  


















